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1. はじめに 

1.1 研究の背景と目的 

地上を走る鉄道路線を高架化する事業(以下，「立体交差

事業注 1」と称する)は，踏切による渋滞や事故を解消し，鉄

道によって分断されていた街を活性化する目的で全国の

都市部で進められてきた。連続立体交差事業は，1969 年 9

月に建設省と運輸省の間で締結された「都市における道路

と鉄道との連続立体交差化に関する協定」および「同細目

協定」1)（以下「建運協定」，1992 年に一部改定）に基づき

実施される。建運協定において，国鉄，民鉄の区別なく設

計協議，費用負担，財産帰属のルール化が図られたことに

より，特に民鉄による事業が大幅に増加した。 

一方で，立体交差事業は多額の事業費を要する。鉄道事

業者との協定により都市・鉄道双方が事業費を負担する事

業であるが，必要な予算が確保できず，事業進捗に支障を

きたしている。その要因として，立体交差事業の効果と街

づくりの効果がどのように評価されているのか不明瞭で

あることが大きな要因の一つであると考える。実際，立体

交差事業の事業評価においては，費用便益分析マニュアル

2) が適用されているが，道路交通における移動費用や事故

確率などのアクセシビリティの直接評価に特化しており，

アクセシビリティの向上による不動産価値の向上などの，

街の活性化という観点で評価がなされていない。しかしの

ちに本研究で示すように，立体交差事業によるアクセシビ

リティの向上が，周囲の路線価を向上させるという街の活

性化を起こしている。 

 立体交差事業に関して道路交通の観点に加えて周辺の

不動産の価値にも焦点をあてる。それにより新たな事業評

価の指標の構築に寄与できるのではないかと考え，アクセ

シビリティの向上と周辺不動産価値の向上の相関を調べ

るためのフレームワークを構築した。 

 

1.2 既往研究 

 本研究は三つの分野にまたがっている。立体交差事業に

関しての研究としては，立体交差事業で整備された関連側

道の整備過程に関する研究 2)，高架下空間の利用実態や隣

接空間との関係を年代ごとに考察した研究 3) また地域特

性や社会的要因を考慮した研究 4) や高架下空間の利用に

対する近隣住民の評価などを考察した研究 5) がある。 

また再開発事業に対する周辺地の地価形成に関する研

究としては，屋井ら 6) が再開発特区に焦点を当て，地価関

数を推定し，その特性を分析した。また小松ら 7) は「立体

都市公園制度」に着目し，商業地における緑地空間へのア

クセシビリティが地価形成上，どのように影響を及ぼすの

か，多時点の地価関数を推定することで分析を行った。 

 一方で立体交差事業の整備効果を地価関数などの観点

から計測した研究は，これまで十分に行われていない状況

にある。理由としては技術的問題が大きいと考えられるが，

ネットワーク分析を掛け合わせることで，立体交差事業の

整備効果をより定量的に，広域で把握することができると

考える。 

 ネットワーク分析を活用した再開発事業評価の研究と

しては，福島ら 8) は再開発によって建設された超高層集合

住宅と複数の生活利便施設へのアクセシビリティをネッ

トワーク分析し，事業の効果を研究した。 

今後，より一層の立体交差事業が行われるためには，ま

ずは立体交差事業の整備効果が適正に評価されることが

肝要となる。そのような点に本研究の意義があると考える。 
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2. 研究の方法 

2.1 研究対象 

国土交通省は 2016年に改正踏切道会長促進法を施行し，

2017 年に危険な踏切道や，ピーク時の遮断時間が 40 分以

上となる踏切などの渋滞の原因となる踏切道の合計 529か

所を改良すべき踏切として指定した。また都内では西武新

宿線や京王線，京浜急行線など 6 つの立体交差事業が 2021

年 9 月現在，進行中である。 

対象地域の選定においては以下の点を考慮した。まず路

線において連続的に行われている立体交差事業のひとつ

であること。二つ目にターミナル駅ではなく，乗降者数が

近しいもの。 三つ目に事業の波及効果がわかるように

2017 年-2018 年に事業が完了していること。以上の観点か

ら相鉄本線で行われた事業と京成押上線で行われた事業

の二つを対象とした。 

 相鉄本線 約1.9km(星川駅～天王町駅)の立体交差事業は

横浜市が 2002 年から都市計画事業として推進し，2018 年

に完了した事業である。9 か所の踏切のうち，7 か所を立

体化し 2 か所を廃止した。横浜市によるとこの事業の対象

であった，星川二号踏切は事業開始前のピーク時に 1 時間

の遮断時間が 55 分であり，380m もの渋滞を発生させてい

た。高架化によりこれらの問題点が解消されたという報告

がある。9) 

 京成押上線 約1.5km(押上駅～八広駅)の立体交差事業は

墨田区が 2000 年から都市計画事業として着手し，2017 年

に事業を完了した。6 か所の踏切を解消し，2 か所の都市

計画道路を立体交差化した。環状第 4 号線においては最大

380m あった交通渋滞が解消された。それにより環状第 4

号線の自動車平均旅行速度は約 2倍に向上したと墨田区は

報告している。10) 

 

2.2 研究手法 

 本研究においては，都市の回遊性を定量的に分析するた

めの手法として，中心性指標である媒介中心性と近接中心

性を用いる。媒介中心性はネットワーク上の任意の 2 点間

を結ぶ最短経路のうち，着目している点を通る経路の割合

を示すもので，下記の式で計算される。 

Betweenness(x) 

= 
𝑎，𝑏ϵNodes 𝑎，𝑏( )

∗ ( Total )( Total )
 

Nodes=ネットワーク内のすべてのノード 

NodesTotal =ネットワーク内のノードの数 

pathsa，b=ノード a からノード b への最短経路の個数 

paths(x)=上記の最短経路のうち，ノード x を通るもの

の個数 

媒介中心性の高い地点は，他の地点間の最短経路上に位置

する頻度が高いため，人々の移動の経路になりやすい地点

であると考えられる。人がより経由する地点は，利便性・

商業的観点から地価の上昇も起こりやすいと考えられる。 

 近接中心性は，ノード間のネットワーク経路の最短距離

の平均に基づいており，下記の式で計算される。 

closeCentrality(x) 

= 
( ， )

 ( Total )
∗

( ， )

 ( ， )Total

 

 NodesTotal = ネットワーク内のノードの数 

 Nodes(x，y) = ノード x に絶属するノードの数 

 dist(x，y)Total =ノード x からほかのノードまでの最短経路

距離の合計 

近接中心性の高い地点は他のノードとの近接度合いが高

いことを意味する。すなわち地域の中心地となりうる可能

性が高く，近接中心性が高くなると他の地点へもネットワ

ーク的に近くなり，地価も高くなる可能性がある。 

 これら二つの指標を用いるが，土地の用途間の移動量の

違いを考慮していない。さらにネットワークの広がりを無

視しているため，必然的にネットワークの中心部分の中心

性が高くなる。 そのため立体交差事業の前後の違いに着

目して，その変化率を計算することで上記のバイアスは相

殺される。 

 また立体交差事業の効果を測るための指標として，国税

庁の発行する財産評価基準書の路線価図を用いる。路線価

は，路線(道路)に面する標準的な宅地の 1 平方メートル当

たりの価格を示したものであり，相続の際などに土地を評

価するために用いられる。 路線価のような地価データは

データの客観性・詳細性・豊富性・継続性などの点，加え

て便益の帰属先を明確にしえることからも，土地の価値を

判断するための指標として有効であると考える。 路線価

図をもとに，立体交差事業の対象地の中間地点に位置する

駅(星川駅，京成曳舟駅)を中心に，歩行者の徒歩圏を基準

として，半径 1.2km の円内の都市構造を考える(図 1)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 星川駅～天王町駅       (b) 押上駅～八広駅 

図 1 研究対象地 

 

路線価は路線ごとに割り付けられた値であるため，それぞ

れの影響度を均一にするために，路線を 10m に最も値が近

くなるように等分する(図 2)。 それらをエッジとし，分割

点をノードとする。ノードの値は，接続するエッジの値の

平均値をとる(図 3)。 
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(a) 路線価図           (b) 分割した路線価図 

図 2 路線価図の分割法 

 

図 3 ネットワーク構造の計算 

 

  上記のようなネットワーク構造を考え，任意の点にお

ける路線価の変化率と，事業前後で踏切地点のネットワー

ク上の重みを変化させた際のネットワークの中心性の変

化を考察する。本研究では二地点における立体交差事業に

よる変化を見るために 2016 年と 2021 年の路線価図を用い

る。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3. 分析結果 

3.1. 路線価の変化率 

 任意の点における路線価の変化率をヒートマップで示

す(図 4(a)(b))。 

3.2．ネットワーク中心性の変化率 

 ネットワーク上で，踏切に該当する地点のエッジの重み

を，重み 10 から重み 1 に変化させた際のネットワーク中

心 性 の 値 の 変 化 率 を ヒ ー ト マ ッ プ で 示 す ( 図

4(c)(d)(e)(f))。 

3.3. 路線価の変化率とネットワーク中心性の変化率の独

立性の検定 

 横軸にネットワーク中心性の変化率，縦軸に路線価の変

化率を取り，散布図を描く(図 5)。 

 路線価の変化率とネットワーク中心性の変化率につい

て，カイ二乗検定で独立性を検証する (表 1)。 

 

4. 考察 

 ヒートマップを見ると，路線価は鉄道路線周りの上昇率

が高いことがわかる。媒介中心性は路線沿いに高くなって

いるが，加えて街路のハブとなるような地点も高くなって

いる。近接中心性の変化率は，駅前が顕著に大きく，周縁

部においてはあまり上昇が見られない。 

 ネットワーク中心性の変化率と路線価の変化率の散布

図を見ると，あまり相関は見られない。 

 ネットワーク中心性の変化率と路線価の変化率の独立

性を検証するために，カイ二乗検定を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)星川～天王町 路線価の変化率 (c)星川～天王町 媒介中心性の変化率 (e)星川～天王町 近接中心性の変化率 

 

(b)押上～八広 路線価の変化率   (d)押上～八広 媒介中心性の変化率   (f)押上～八広 近接中心性の変化率 

 
図 4 変化率のヒートマップ 
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それぞれの対象地で媒介中心性の変化率と路線価の変化

率，近接中心性の変化率と路線価の変化率をカイ二乗検定

したものを示す(表 1)。 

星川駅～天王町駅と押上駅～八広駅，両地点において媒介

中心性の変化率と路線価の変化率は，有意差が認められた

(p<0.05)。 一方で近接中心性の変化率と路線価の変化率は，

どちらも有意差は認められなかった(p>0.05)。 

立体交差事業によって，踏切が解消され，鉄道路線をま

たいでの交通・移動が容易になったことによって媒介中心

性が向上した地点と，実際に路線価が他地点よりも向上し

た地点は関連が認められた。 立体交差事業によるアクセ

シビリティの向上が，周囲の路線価を向上させるという街

の活性化を起こしていると推察される。 

 

5. 今後の展望 

 本研究では，ネットワーク分析を用いることで，立体交

差事業の周辺の不動産の価値への寄与を推察した。 その

結果，踏切地点におけるネットワーク上の重みの変化によ

る媒介中心性の変化率と，路線価の変化率の有意性が確認

された。 

 立体交差事業による影響をより詳しく把握するために，

路線価以外に建物の床面積や商業施設などの増減などを

把握する必要がある。また立体交差事業の整備効果は長い

スパンで街へ波及していくと考えられるので，より多くの

事例を分析が求められる。 

今後予定される立体交差事業や，検討されている事業の

整備効果を推測するためには，多数の事例を分析し，地価

関数を推定することが重要と考えられる。 
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［注］ 

1.  立体交差事業は，次のいずれかに該当する鉄道区間につい

て鉄道と道路を三か所以上において立体交差させるものと

定義されている。 

i. 両端で 350m 以上離れた幹線道路 2 本を含み，踏切を

2 か所以上除去 

ii. 幹線道路のボトルネック踏切を除去 

iii. 生活道路の歩行者ボトルネック踏切を除去 

表 1 媒介中心性の変化率と路線価の変化率，近接中心性の変化率と路線価の変化率のカイ二乗検定 

媒介中心性 近接中心性 媒介中心性 近接中心性

カイ二乗値 14601097 14763706.77 10363310.23 10768006.25

確率 1.11E-236 0.783812691 2.32E-172 0.070494648

自由度 14424048 14767974 10236268 10761176

星川駅～天王町駅 押上駅～八広駅

(a)星川～天王町 中心性と路線価の変化率               (b)押上～八広 中心性と路線価の変化率      

図 5 ネットワーク中心性の変化率と路線価の変化率の散布図 
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